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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自 平成14年
  10月１日
至 平成15年
  ３月31日

自 平成15年
  10月１日
至 平成16年
  ３月31日

自 平成16年
  10月１日
至 平成17年
  ３月31日

自 平成14年 
  10月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成15年
  10月１日
至 平成16年
  ９月30日

売上高 (千円) 1,230,385 1,192,017 1,004,087 2,826,707 3,366,929

経常利益又は経常損失
(△) 

(千円) △ 95,903 △ 128,265 △ 240,500 251,165 275,514

当期純利益又は 
中間純損失(△) 

(千円) △ 85,740 △ 89,878 △ 155,902 100,336 139,392

純資産額 (千円) 1,068,718 1,260,592 2,288,272 1,406,993 1,496,588

総資産額 (千円) 2,599,427 3,014,552 3,432,115 2,850,169 3,649,260

１株当たり純資産額 (円) 42,811.06 43,387.00 65,967.32 48,482.57 51,255.50

１株当たり当期純利益 
又は中間純損失(△) 

(円) △ 3,434.63 △ 3,094.82 △ 5,186.57    3,863.14 4,790.22

潜在株式調整後１株当た
り中間(当期)純利益 

(円) ― ― ― 3,594.18 4,497.78

自己資本比率 (％) 41.1 41.8 66.7 49.4 41.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △286,290 37,711 281,286 △88,620 374,471

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △171,792 △262,096 △428,306 △319,702 △382,590

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 220,705 291,899 338,222 239,573 133,019

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 601,649 737,792 986,378 670,277 795,177

従業員数 (人) 88 98 98 96 101

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、中間純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

３ 平成14年11月20日をもって、１株につき2株の割合をもって分割しております。 

なお、第８期中及び第８期の１株当たり中間(当期)純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計

算しております。 
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(2) 提出会社の経営指標等 

 

回次 第８期中 第９期中 第10期中 第８期 第９期 

会計期間 

自 平成14年
  10月１日
至 平成15年
  ３月31日

自 平成15年
  10月１日
至 平成16年
  ３月31日

自 平成16年
  10月１日
至 平成17年
  ３月31日

自 平成14年 
  10月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成15年
  10月１日
至 平成16年
  ９月30日

売上高 (千円) 1,230,514 1,190,313 1,002,406 2,811,628 3,363,573

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △ 84,625 △ 108,059 △ 236,666 264,789 305,875

当期純利益又は 
中間純損失(△) 

(千円) △ 78,579 △ 64,080 △ 151,976 112,355 175,434

資本金 (千円) 508,982 585,707 1,090,730 585,070 588,407

発行済株式総数 (株) 24,963.6 29,055.6 34,692.4 29,021.6 29,199.6

純資産額 (千円) 1,075,879 1,298,408 2,340,402 1,419,012 1,544,649

総資産額 (千円) 2,594,015 3,032,378 3,484,560 2,845,378 3,700,278

１株当たり純資産額 (円) 43,097.94 44,688.58 67,470.15 48,896.72 52,901.50

１株当たり当期純利益 
又は中間純損失(△) 

(円) △ 3,147.75 △ 2,206.50 △ 5,055.97 4,325.88 6,028.80

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― 4,024.71 5,660.75

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― 2,000 2,000

自己資本比率 (％) 41.5 42.8 67.2 49.9 41.7

従業員数 (人) 76 80 92 79 83

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、中間純損失が計上されているため記載しておりませ

ん。 

３ 平成14年11月20日をもって、１株につき2株の割合をもって分割しております。 

なお、第８期中及び第８期の１株当たり中間(当期)純利益は、株式分割が期首に行われたものとして計

算しております。 
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２ 【事業の内容】 

     当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動は次の通りであります。 

  〔電子カルテシステム開発事業〕 

    主要な関係会社における異動は、３[関係会社の状況]に記載の通りであります。 

  〔受託システム開発事業〕 

    主要な関係会社における異動はありません。 

  〔その他システム開発等事業〕 

主要な関係会社における異動はありません。 

 

３ 【関係会社の状況】 

   当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社(持分法適用関連会社)となっており

ます。 

  （名称） 杭州創喜中日科技有限公司     （住所） 中国浙江省杭州市 

  （資本金） ２００万人民元         （設立時期） 平成１６年１２月１５日 

  （議決権に対する提出会社の所有割合） 20.0% [6.0%]   [ ]内は、緊密な者又は同意している者の所有割

合で外数となっております。 

  （主要な事業の内容） コンピュータシステムの開発及び(又は)販売、保守サービス 

   (関係内容) 当社より電子カルテシステムの技術ノウハウを提供しております。 

また、当社よりコンピュータシステムの開発及び保守サービスを受託しております。  

         なお、当社の役員１名が同社の役員を兼任しております。 
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４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成17年３月31日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

電子カルテシステム開発事業 

受託システム開発事業 

その他システム開発等事業 

 98 

合計 98 

(注) １  従業員数は就業人員であります。 

       ２ 当社の企業集団は、事業の種類ごとの経営組織体を有しておらず、同一の従業員が複数の事業の種類に

従事しております。 

       ３ 臨時従業員(パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除く。)については、その総数が

従業員数の100分の10未満であるため、平均雇用人員の記載を省略しております。 

 

(2) 提出会社の状況 

平成17年３月31日現在 

従業員数(人) 92 

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員であります。 

２ 臨時従業員(パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除く。)については、その総数が

従業員数の100分の10未満であるため、平均雇用人員の記載を省略しております。 

    ３  平成16年10月１日付で、株式会社シーエスアイ・テクノロジー（連結子会社）より当社の従業員11名が

出向解除となっております。 

 

(3) 労働組合の状況 

現在、労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第２ 【事業の状況】 
 
１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済が鈍化しながらも拡大傾向にあったことと、国内の大手

企業を中心に収益改善が進んだことなどから、景気は企業部門を中心に底堅く推移した反面、見通しの立たない

財政問題や個人消費の伸び悩みなど、足元の景況感はやや悪化したと見る向きもあるなか推移いたしました。ソ

フトウェア業界におきましては、企業の情報化投資が回復傾向にあり、ネットワーク関連を中心に需要が伸び、

積極的に開発体制を強化する企業もありますが、受注価格の低下と企業間競争の激化により依然厳しい状況が続

いております。 

当社グループは、このような環境のなか、政府の医療制度改革が、医療のＩＴ化を推進させ、電子カルテシス

テム市場は普及期を迎えていることから、引き続き電子カルテシステム主軸の経営を行い、病院並びに診療所向

けの電子カルテシステム製品の開発と販売に注力し、病院経営の効率化、患者情報の共有化、インフォームド・

コンセントの推進など患者、病院・診療所を始めとした医療にかかわる様々なニーズに応え、より良い医療、社

会に貢献できるよう取り組んでまいりました。 

また、今後の全社的事業拡大に備え、平成17年2月16日転換社債型新株予約権付社債を発行し、発行総額10億円

の資金調達を行いました。なお、本社債は、平成17年3月29日株式への転換を全て終了しております。 

以上の結果、当中間連結会計期間の連結業績は、売上高1,004百万円（前年同期比15.8％減）、利益面におきま

しては、売上高に対する固定費負担が多く、売上総利益70百万円（前年同期比39.3％減）、営業損失197百万円

（前年同期営業損失126百万円）、経常損失240百万円（前年同期経常損失128百万円）、中間純損失155百万円

（前年同期中間純損失89百万円）となりました。また、受注状況は、受注高1,669百万円（前年同期比12.7％増）、

受注残高1,669百万円（前年同期比18.2％減）となりました。 

なお、連結子会社の㈱シーエスアイ・テクノロジーが行う医療情報システム取扱者の教育事業につきましては、

現段階で、医療機関の人材ニーズが成熟しておらず、低調に推移いたしました。 

また、当社単体業績は、売上高1,002百万円（前年同期比15.8％減）、売上総利益70百万円（前年同期比32.5％

減）、営業損失194百万円（前年同期営業損失107百万円）、経常損失236百万円（前年同期経常損失108百万円）、

中間純損失151百万円（前年同期中間純損失64百万円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、以下の通りであります。 

〔電子カルテシステム開発事業〕 

当中間連結会計期間の電子カルテシステム市場は、厚生労働省が平成18年度まで全国の4 0 0床以上の病院及び

全診療所の６割以上に電子カルテを普及させる計画およびＤＰＣ1制度への試行的導入を背景に、院内ＩＴ化に向

けたシステム導入の関心が高く、システム化に向けて院内体制を段階的に整備し始めるところも増え、引き続き

成長軌道にある反面、現時点における中小規模病院の普及進度は緩慢であり、各電子カルテシステムメーカー間

の競争も激化いたしました。 

当社グループは、営業面におきまして、自社営業による直接販売の強化と主要提携先との連携強化により、 

  

１ＤＰＣ（Diagnosis Procedure Combination;診断群分類別包括評価）もともとは患者の診断群分類をいいますが、

その診断分類をもとに、診療報酬を、出来高払いではなく、入院患者１人１日当たりの包括評価による定額払いす

る方法をいいます。平成15年4月より特定機能病院、平成16年4月一部民間病院に試行的に導入されています。 
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「ベストチョイスソリューション2」の販売に力を入れて行ってまいりましたが、厚生労働省による医療のＩＴ化

推進のための平成16年度補正予算が編成されなかったことから、段階的導入を踏まえた新規医療機関の一部シス

テム導入や、既存医療機関の追加発注などが中心となり、受注状況は厳しいなか推移いたしました。 

開発面におきましては、受注物件に対する導入・カスタマイズ作業と製品の機能強化などを中心に進めてまい

りました。また、これら開発作業に加え、導入後の病院・診療所に対する保守作業を行うとともに、医療ネット

ワークなどの研究開発も合わせて行ってまいりました。 

加えて、お客様満足度の向上、製品の更なる進化等を目的に、導入済医療機関及び販売提携先などとともに、

「電子カルテ未来研究会」を設置し、会報の発行やユーザーフォーラムなどを実施いたしました。 

以上の結果、受注高1,322百万円（前年同期比14.4％増）、受注残高1,626百万円（前年同期比19.4％減）、売

上高669百万円（前年同期比23.9％減）、売上総利益48百万円（前年同期比33.0％減）、営業損失45百万円（前年

同期営業損失5百万円）となりました。 

なお、当中間連結会計期間より、製品別（病院向け電子カルテシステム「HS－MI・RA・Is」・診療所向け電子

カルテシステム「CS－MI・RA・Is」・動物病院向け電子カルテシステム「AS－MI・RA・Is」の３製品）状況は、

病診連携向け電子カルテシステムの作業など、製品区分別に算出することが適当でない物件が今後増えていくこ

とに加え、動物病院向けにおいては、全体に占める割合が僅かで重要性を持たないことから、その記載をしてお

りません。 

〔受託システム開発事業〕 

当中間連結会計期間の受託システム開発は、北海道大学医学部附属病院など全国の国公立病院の医事システム、

検査システム、輸血システムなどの医療情報システムなどについて、継続的にＮＥＣグループから受注があり開

発作業を行ってまいりました。 

以上の結果、受注高252百万円（前年同期比17.7％減）、受注残高42百万円（前年同期比87.6％増）、売上高

240百万円（前年同期比18.4％減）、売上総利益18百万円（前年同期比65.0％減）、営業利益18百万円（前年同期

比65.3％減）となりました。 

〔その他システム開発等事業〕 

当中間連結会計期間のその他システム開発等は、医療機関への機器、備品、消耗品の販売と保守作業（電子カ

ルテ以外）並びに連結子会社の㈱シーエスアイ・テクノロジーの教育事業を運営してまいりました。以上の結果、

受注高94百万円（前年同期比401.9％増）、受注残高58千円（前年同期比65.2％減）、売上高94百万円（前年同期

比399.4％増）、売上総利益3百万円（前年同期売上総損失9百万円）、営業損失65千円（前年同期営業損失18百万

円）となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ191百万円増加し、

986百万円となりました。 

 また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、281百万円（前年同期は37百万円の増加）となりました。これは主として税金等

調整前中間純損失が251百万円計上され、仕入債務が572百万円減少しましたが、売上債権が1,086百万円減少したこ 

  

２ ベストチョイスソリューション 「ＨＳ－ＭＩ・ＲＡ・Ｉｓ」に医事会計、看護支援、画像管理、経営分析など

の部門システムがセットされた医療情報のトータルシステム製品。 
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とによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、428百万円（前年同期は262百万円の減少）となりました。これは主として無形

固定資産の取得による支出が197百万円と長期前払費用の増加による支出が182百万円あったことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、338百万円（前年同期は291百万円の調達）となりました。これは主として転換

社債型新株予約権付社債の発行による収入が1,000百万円と預け金の増加による支出が500百万円、短期借入金の減

少による支出が195百万円あったことによるものです。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 

事業の種類別セグメント 
当中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

前年同期比(％) 

電子カルテシステム開発事業(千円) 643,634 76.0

受託システム開発事業(千円) 225,147 94.1

その他システム開発等事業(千円) 22,401 60.7

合計(千円) 891,183 79.4

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 生産実績は当期総製造費用で表示しております。 

    ３  当中間期より、製品別（病院向け電子カルテシステム「HS－MI・RA・Is」・診療所向け電子カルテシス

テム「CS－MI・RA・Is」・動物病院向け電子カルテシステム「AS－MI・RA・Is」の３製品）状況は、病

診連携向け電子カルテシステムの作業など、製品区分別に算出することが適当でない物件が今後増えて

いくことに加え、動物病院向けにおいては、全体に占める割合が僅かで重要性を持たないことから、そ

の記載をしておりません。なお、(2) 受注状況、(3) 販売実績についても、同様の理由で記載しており

ません。   

 

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 事業の種類別セグメント 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

電子カルテシステム開発事業 1,322,619 114.4 1,626,401 80.6

受託システム開発事業 252,376 82.3 42,762 187.6

その他システム開発等事業 94,521 501.9 58 34.8

合計 1,669,517 112.7 1,669,222 81.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであります。 
 

事業の種類別セグメント 
当中間連結会計期間 

(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 

前年同期比(％) 

電子カルテシステム開発事業(千円) 669,279 76.1

受託システム開発事業(千円) 240,133 81.6

その他システム開発等事業(千円) 94,674 499.4

合計(千円) 1,004,087 84.2

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次の通りであります。 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年３月31日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

グリーンホスピタルサプライ
株式会社 

－ － 154,461 15.4 

日本事務器株式会社 219,619 18.4 137,720 13.7 

日本電気株式会社 183,468 15.4 81,482 8.1 

ＮＥＣソフト株式会社 353,218 29.6 15,456 1.5 

 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

 

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、医療にかかわる様々なニーズに応えるべく、電子カルテシステム製品の商品価値向上に向けた

最新技術の導入に関する研究開発に取り組んでおります。 

当社の研究開発体制は、主として研究開発室（提出日現在）がこれを担当し、研究内容に応じて社内横断的なプ

ロジェクトチームを編成しております。 

当中間連結会計期間の主な研究開発活動は、電子カルテシステム開発事業において、電子カルテシステムの次期

製品開発に向けた、新たな動作環境（最新ＯＳ）での動作実証と、統計・経営分析システム、ベッドサイド端末、

セキュリティ機能、病診連携、Ｗｅｂカルテなどがあります。 

当中間連結会計期間において当社グループが支出した研究開発費の金額は6,870千円であります。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。また、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等はなく、重要な変更もありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 99,830

計 99,830

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成17年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成17年６月17日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 34,692.36 34,715.36
東京証券取引所 

マザーズ 
― 

計 34,692.36 34,715.36 ― ― 

(注)  「提出日現在発行数」には、平成17年６月１日から当半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権の

権利行使により発行された株式数は、含まれておりません。 
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(2) 【新株予約権等の状況】 

① 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律（平成13年法律第129号）第19条第

１項の規定により新株予約権とみなされる旧商法第280条ノ19項及び旧新事業創出促進法第11条ノ5に基づく

新株引受権(ストックオプション)に関する事項は次の通りであります。 

（ⅰ）平成13年６月27日臨時株主総会決議 

 
中間会計期間末現在 
(平成17年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年５月31日) 

新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 2,282株 2,278株 

新株予約権の行使時の払込金額 37,500円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成19年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   37,500円 
資本組入額  18,750円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

臨時株主総会決議及び取締
役会決議に基づき、当社と
付与対象者との間で締結す
る「新株引受権付与契約」
に定めるものとする。(注) 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡、質入その他一切の処
分は認められないものとす
る。 
相続人は本件新株引受権を
行使することができないも
のとする。ただし、対象者
が業務上災害で死亡した場
合で、事前に相続人の届出
がある場合は、この限りで
ない。  

同左 

 (注) 行使の条件 

(1) 対象者は、当社の本件新株引受権の目的たる株式にかかる株券(以下「当社株券」という。)が店

頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された後または当社株券が日本国内の証券取引所に

上場された後６か月の期間が経過するまで、本件新株引受権を行使することができないものとす

る。 

(2) 対象者は、本件新株引受権の行使時において、当社または当社の関係会社(「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則」第８条第８項に定める「関係会社」を意味するものとする。以

下同じ)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、取締役であった対象者が、

当社社員就業規則第３条第２項に規定される常勤嘱託の地位を取得した場合は、この限りでない。 

(3) 権利を付与された者は、以下の①または②のいずれかに記載される期間毎に、付与された権利の

一部または全部を行使することができるものとする。この場合において、行使可能な株式数が１

株またはその整数倍に満たない場合、１株未満の株式数を切り上げ、１株の整数倍の株式数につ

き権利行使ができるものとする。ただし、これに加えて、当社と個別の対象者との間で締結され

る新株引受権付与契約により、行使時において租税特別措置法の適用を受けることができるため

に、新株引受権の行使を制限されることがある。 
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① (ⅰ) 平成14年４月１日から平成15年３月31日までは、権利を付与された株式数の10分の３に

ついて権利を行使することができるものとする。 

 （ⅱ）平成15年４月１日から平成16年３月31日までは、権利を付与された株式数の５分の３に

ついて権利を行使することができるものとする。 

 （ⅲ）平成16年４月１日から平成19年３月31日までは、権利を付与された株式数のすべてにつ

いて権利を行使することができるものとする。 

②（ⅰ）平成14年４月１日から平成15年３月31日までは、権利を付与された株式数の５分の２に

ついて権利を行使することができるものとする。 

 （ⅱ）平成15年４月１日から平成19年３月31日までは、権利を付与された株式数のすべてにつ

いて権利を行使することができるものとする。 

(4) 当社が他社の完全子会社となるために株式交換を行う場合または株式移転を行なう場合、株式交

換の日または株式移転の日に先立ち、取締役会決議に基づき、本件新株引受権の行使を合理的に

制限し、かつ、対象者が行使していない本件新株引受権を失効させることができるものとする。 

(5) その他権利行使に関する条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、

対象者との間で締結する新株引受権付与契約に定めるものとする。 

（ⅱ）平成13年７月２日臨時株主総会決議 

 
中間会計期間末現在 
(平成17年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年５月31日) 

新株予約権の数 ― ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数   62株 58株 

新株予約権の行使時の払込金額 37,500円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成14年４月１日 
至 平成19年３月31日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   37,500円 
資本組入額  18,750円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

臨時株主総会決議及び取締
役会決議に基づき、当社と
付与対象者との間で締結す
る「新株引受権付与契約」
に定めるものとする。(注) 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡、質入その他一切の処
分は認められないものとす
る。 
相続人は本件新株引受権を
行使することができないも
のとする。ただし、対象者
が業務上災害で死亡した場
合で、事前に相続人の届出
がある場合は、この限りで
ない。  

同左 

 (注) 行使の条件 

(1) 対象者は、当社の本件新株引受権の目的たる株式にかかる株券(以下「当社株券」という。)が店

頭売買有価証券として日本証券業協会に登録された後または当社株券が日本国内の証券取引所に

上場された後６か月の期間が経過するまで、本件新株引受権を行使することができないものとす

る。 
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(2) 対象者は、本件新株引受権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。 

(3) 権利を付与された者は、以下の期間毎に、付与された権利の一部または全部を行使することがで

きるものとする。この場合において、行使可能な株式数が1株またはその整数倍に満たない場合、

1株未満の株式数を切り上げ、１株の整数倍の株式数につき権利行使ができるものとする。ただし、

これに加えて、当社と個別の対象者との間で締結される新株引受権付与契約により、行使時にお

いて租税特別措置法の適用を受けることができるために、新株引受権の行使を制限されることが

ある。 

① 平成14年４月１日から平成15年３月31日までは、権利を付与された株式数の５分の２につい

て権利を行使することができるものとする。 

② 平成15年４月１日から平成19年３月31日までは、権利を付与された株式数のすべてについて

権利を行使することができるものとする。 

(4) 当社が他社の完全子会社となるために株式交換を行なう場合または株式移転を行なう場合、株式

交換の日または株式移転の日に先立ち、取締役会決議に基づき、本件新株引受権の行使を合理的

に制限し、かつ、対象者が行使していない本件新株引受権を失効させることができるものとする。 

(5) その他権利行使に関する条件については、本総会以後に開催される取締役会決議により決定し、

対象者との間で締結する新株引受権付与契約に定めるものとする。 

 

② 商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権に関する事項は次の通りであります。 

（ⅰ）平成14年12月19日定時株主総会決議 

 
中間会計期間末現在 
(平成17年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年５月31日) 

新株予約権の数 491個 476個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 491株 476株 

新株予約権の行使時の払込金額 150,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年１月１日 

  至 平成21年12月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   150,000円 
資本組入額   75,000円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

定時株主総会決議及び取締
役会決議に基づき、当社と
付与対象者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」
に定めるものとする。 
（注） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡、質入その他一切の処
分は認められないものとす
る。 
相続人は本件新株引受権を
行使することができないも
のとする。ただし、対象者
が業務上災害で死亡した場
合で、事前に相続人の届出
がある場合は、この限りで
ない。 

同左 
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（注）行使の条件 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。 

（2）対象者が法令、当社の内部規則もしくは当社との契約に違反する行為を行った場合、新株予約権

者が破産および破産に準ずる状態に陥った場合、新株予約権の割当の目的上、新株予約権を行使

させることが相当でないと当社取締役会において判断した場合は、新株予約権を行使することが

できないものとする。 

（3）当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において、上記以外の新株予約権の権利

行使の制限、新株予約権返還事由、その他の事項を定めることができるものとする。 

 

 

（ⅱ）平成15年12月18日定時株主総会決議 

 
中間会計期間末現在 
(平成17年３月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年５月31日) 

新株予約権の数 289個 289個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 289株 289株 

新株予約権の行使時の払込金額 148,000円 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成18年１月１日 

  至 平成22年12月31日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   148,000円 
資本組入額   74,000円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

定時株主総会決議及び取締
役会決議に基づき、当社と
付与対象者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」
に定めるものとする。 
（注） 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡、質入その他一切の処
分は認められないものとす
る。 
相続人は本件新株引受権を
行使することができないも
のとする。ただし、対象者
が業務上災害で死亡した場
合で、事前に相続人の届出
がある場合は、この限りで
ない。 

同左 

 

（注）行使の条件 

（1）対象者は、本件新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役また

は従業員であることを要する。 

（2）対象者が法令、当社の内部規則もしくは当社との契約に違反する行為を行った場合、新株予約権

者が破産および破産に準ずる状態に陥った場合、新株予約権の割当の目的上、新株予約権を行使

させることが相当でないと当社取締役会において判断した場合は、新株予約権を行使することが

できないものとする。 

（3）当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」において、上記以外の新株予約権の権利

行使の制限、新株予約権返還事由、その他の事項を定めることができるものとする。 
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(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
 

(千円) 

資本金残高
 

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成16年10月1日～ 
平成17年3月31日 

5,492.76 34,692.36 502,322 1,090,730 502,327 1,111,831

(注) 新株予約権の権利行使（旧商法及び旧新事業創出促進法に基づき発行された新株引受権の権利行使及

び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使を含む。）による増加であります。 

 

(4) 【大株主の状況】 

平成17年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

 発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％) 

杉本 惠昭 札幌市白石区本郷通５丁目南１－９ 2,655 7.65 

江上 秀俊 札幌市南区南沢四条１丁目１０－１ 1,681 4.85 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－１０ 1,519 4.38 

井戸川 静夫 札幌市南区澄川五条９丁目１－２３ 1,245 3.59 

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７－１  1,000 2.88 

リーマン ブラザーズ アジア 
キャピタル カンパニー（常任
代理人 リーマン・ブラザーズ
証券会社東京支店） 

26/F,TWO INTERNATIONAL FINANCECENTER 8 
FINANCE STREET,CENTRAL,HONG KONG  
（東京都港区六本木６丁目１０－１六本木
ヒルズ森タワー３１階） 

731 2.11 

日本事務器株式会社 東京都千代田区神田小川町３丁目１２ 708 2.04 

ジャフコ・エル壱号投資事業有

限責任組合 
東京都千代田区丸の内１丁目８－２ 497 1.43 

北大アンビシャス投資事業組合 東京都千代田区丸の内１丁目８－２ 421 1.21 

村上 廣美 札幌市清田区清田五条４丁目３－１ 382 1.10 

計 ― 10,841 31.25 

（注） リーマン ブラザーズ アジア キャピタル カンパニー及びその共同保有者（計３社）から、平成17年3月31

日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、平成17年3月29日現在で以下の株式を所有している旨

の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間末時点における所有株式数の確認ができませんので、

上記大株主の状況では考慮しておりません。 

      なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は、以下の通りであります。 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

(株) 

 発行済株式総数 
に対する所有株 
式数の割合(％) 

リーマン ブラザーズ アジア 
キャピタル カンパニー（常任
代理人 リーマン・ブラザーズ
証券会社東京支店）ほか２社 

26/F,TWO INTERNATIONAL FINANCECENTER 8 
FINANCE STREET,CENTRAL,HONG KONG  
（東京都港区六本木６丁目１０－１六本木
ヒルズ森タワー３１階））ほか 

620 1.79 
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式   4

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 34,672 34,659 ― 

端株 普通株式  16.36 ― ― 

発行済株式総数       34,692.36 ― ― 

総株主の議決権 ― 34,659 ― 

(注) 1  「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が13株含まれております。なお、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれておりません。 

2 「端株」の欄には、自己保有株式0.39株が含まれております。 

 

② 【自己株式等】 

平成17年３月31日現在 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数

(株) 

他人名義
所有株式数

(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

（自己保有株式）      

株式会社シーエスアイ 
札幌市中央区南三条西十
丁目１００１番地５ 

4 ― 4 0.0 

計 － 4 ― 4 0.0 

 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 

月別 平成16年10月 11月 12月 平成17年１月 ２月 ３月 

最高(円) 158,000 149,000 143,000 192,000 292,000 273,000

最低(円) 136,000 135,000 128,000 139,000 151,000 199,000

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次の通りであ

ります。 

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日 

取締役 特命事項担当 常務取締役 － 浜辺 武志 平成17年4月1日
 




